
くろまぐろ関係予算について

資料３

クロマグロの資源管理に関する支援対策

中西部太平洋まぐろ類委員会（ＷＣＰＦＣ）の国際約束に基づくクロマグロの漁獲上限の遵守が課題となっている中、魚種選
択性の低い定置網漁業等において、経営への影響を最小化しつつ、安心して資源管理に取り組める環境を整備します。

クロマグロの混獲回避の取組に対する支援

定置網漁業等の安定的な操業を確保するため、
（１）クロマグロの混獲回避の取組（放流作業）を支援（定額）

・１人１日当たり3,000円を支援
・年間上限 ： 定置100万円（１ヵ統あたり）

漁船漁業30万円（１隻あたり）

（２）クロマグロの混獲回避のために必要な経費を支援
(１/２補助)
①機器の導入に要する経費
②漁具の改良に要する経費
③一時的な漁法の転換に要する経費
・定 置：上限350万円(  700万円の1/2）
・漁船漁業：上限100万円(  200万円の1/2)

クロマグロが
混獲されて放流に
手間がかかる

クロマグロの放流活動に係る
作業費用の一部を支援します

①機器導入 ③漁法転換②漁具改良

（漁具導入前）【曳
き縄】

定置網用魚探
クロマグロが混獲されにくい漁業
へ転換

（イメージ）

〇令和６年度補正予算による拡充
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助成

新資源管理導⼊円滑化等推進事業

＜対策のポイント＞
クロマグロの資源管理について、⼩型漁獲抑制等の国際ルールの遵守を徹底させ、漁業者の経営の安定を図るため、⼩型⿂から⼤型⿂の漁獲への操業転換の取

組及び休漁せざるを得ない漁業者の休漁期間中の減収の影響緩和のための取組を⽀援します。
＜政策⽬標＞
各年度の漁業者の所得向上⽬標を達成した地区の割合（62％［各年度］）

【所要額 311百万円】

＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．混獲回避型休漁⽀援事業
○ クロマグロの漁獲を主な⽬的としていないにも関わらず、クロマグロの資源

管理をするために休漁せざるを得ない漁業者の休漁期間中の減収の影
響緩和のための取組を⽀援します。

２．相互扶助漁獲⽀援事業
○ クロマグロを利⽤する漁獲者間において、⼩型⿂（30kg未満）から⼤

型⿂に漁獲対象を転換する取組を⽀援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］⽔産庁企画課   （03-6744-2341）
漁獲監理官（03-6744-2361）

１．混獲回避型休漁⽀援事業

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞

2．相互扶助漁獲⽀援事業

休漁

クロマグロの漁獲を⽬的としていないにも関わ
らず、資源管理をするために休漁する漁業
者を⽀援

出漁
できない

漁獲枠が⼀定程度積
み上がり、ブリの主漁期
に、クロマグロが⼤量に
来遊した場合、数⽇間
にわたって休漁せざるを
えない。

国 基⾦管理団体 漁業者
定額 定額事業実施主体

（漁協等）
定額、1/2

⼩型⿂を対象とする 「ひき縄漁業」

通常は定置網でブリな
どを漁獲

例 「ひき縄漁業」から「はえ縄漁業」へ転換

⼤型⿂を対象とする 「はえ縄漁業」

漁
法
転
換

拠
出
⾦

⼩
型
⿂
保
護

基金

操業予備費

助
成

漁獲金額の一部を拠出

クロマグロを漁獲したくない漁業
者でも数量管理に基づく規制に
よって休漁を強いられる。
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